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　（要旨）
本稿は，財務情報（Financial Reporting）と非財務情報（Non-Financial Reporting）の統
合報告（Integrated Reporting）に焦点を当てた論文である。これまでの企業報告（Business 
Reporting）は伝統的な財務情報の開示のみでよかったが，現在は，企業報告として，企業
価値（business value）および企業価値創造（creative business value）の開示が求められ
るようになってきた。その背景は，企業の評価軸が財務情報のみならず，企業の環境的側面
（environmental aspect）および社会的側面（social aspect）を開示しなければ企業の価値が理
解できず，さらには，ガバナンス（governance），コンプライアンス（compliance）およびリ
スク（risk）に対する情報が求められてきている。
企業は，こうした3つの側面（トリプルボトムラインtriple bottom line）を適切に開示しな
ければ，投資家からの投資は期待できず，企業価値は低下し，企業価値創造は見込めないこ
とになる。こうした観点から，本稿では，世界的な関心事であるGRI，G4（May. 2013）および
IIRCフレームワーク（Dec. 2013）について考察した。具体的には，まず，統合報告書の意義
および概要について整理し，次に，IIRCフレームワークがまとめた6つの資本概念のうち，と
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1．はじめに

財務会計の研究は，企業に係る情報提供
の拡充の歴史であり，そのエポックとなっ
たのが，AAAのASOBAT（A Statement of 
Basic Accounting Theory，1966）であった。
その背景は，財務諸表の目的の変化が考えら
れるが，ASOBATは，会計を「情報」とし
て位置づけ，財務諸表の目的を利用者が意思
決定を行う場合に有用な情報を提供すること
としたのである（AAA［1966］p． 1，訳2頁）。
具体的に，ASOBATは，財務諸表を「情報」
であるとし，その特徴は，情報システムとし
ての会計，情報の有用性の強調，多元的評価，
予測情報や物量表示であった。
財務会計の研究は，21世紀に入るとGRI

（Global Reporting Initiative）が「トリプル
ボトムライン」（勝山進［2009］84 〜 86頁）
を基本に据えて財務的側面のみならず，企業
の環境的側面や社会的側面の把握と開示を
進展させた。その基本思考がSustainability 
Accounting（持続可能性会計）であり，GRI
は2013年5月に世界的影響力をもったG4
（「GRIガイドライン第4版」：GRI，G4）を公
表した。さらに，GRIのガイドラインに加え，
IIRC（The International Integrated Reporting 
Council：国際統合報告委員会）が2013年
12月に「統合報告フレームワーク（The 
International＜IR：Integrated Reporting＞
Framework）」を公表した。これらの一連の
流れは，企業報告が「統合報告」となり，こ
れまでの公表会計に大きなインパクトを与え
たのである。
統合報告は，財務情報と非財務情報を融合
したものであり，制度化されている財務情報
と非財務情報を単に集合したものではない。

わが国での財務報告は，「有価証券報告書」
や「決算短信」および「Annual Report」等
があり，さらに，非財務情報の典型例として
位置づけられている「環境報告書」や「CSR
報告書」がある。現代の企業報告は「企業価
値レポート」であるばかりではなく「企業価
値創造」を指向したレポートでなければなら
ない。ここに経営戦略，経営計画に寄与する
管理会計およびこれらを保証する会計監査の
重要性が認識される。
これまで筆者は，環境会計やCSRに関する

研究を行ってきているが，本稿では，統合報
告拡充化の背景を捉え，トリプルボトムライ
ンを取り入れてきたGRI，G4および統合報告
を希求するIIRCのフレームワークに焦点を
充て，これらの概要と問題点，とりわけ資本
に焦点を当てて考察する。

2．統合報告化の会計学的視点
　　
1）非財務情報開示要因としてのアカウン
タビリティの変化

ステークホルダーに対する企業の責任は，
財の保全・管理運用責任という受託責任があ
り，次にこうした責任が遂行されていること
を示すための企業報告に対する会計責任があ
る。とりわけ，後者の会計責任は，歴史的に
は各種会計基準に準拠した財務的アカウンタ
ビリティ概念が妥当していた。しかし，現在
では，環境情報やその他の社会関連会計に係
わる会計情報を提供する必要が生じているが，
その根拠として，この財務的アカウンタビリ
ティを拡大化するアプローチを考えなければ
ならない。現代のアカウンタビリティの考え
方として，具体的には，意思決定アプローチ，
組織の正統性アプローチおよび社会的アプ

りわけ，自然資本（natural capital）に問題があるため，自然資本は他の5つの資本とは異なり，
個別企業の所有ではなく，「社会自然資産（social natural assets）」と結論づけた。
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ローチがある。
とりわけ，社会的アプローチに依拠する社
会的アカウンタビリティは，財務的アカウン
タビリティから企業の社会的責任を強調する
ことにある。グレイ，オーエン，マンダース
によれば，社会的アカウンタビリティは，成
立した契約のもとで社会的責任がある活動を
説明する責任であると言っている。従って，
その説明の具体化が企業の社会報告である。
つまり，この企業社会報告は，社会的アカウ
ンタビリティを履行するために計画された情
報を提供するプロセスであるといえる（Rob 
Gray, Dave Owen ＆ Keith Munders［1987］
p． 4，訳6頁）。要するに，社会的アカウン
タビリティを前提とする場合は，財務諸表の
拡充である企業社会報告が，この社会的アカ
ウンタビリティを解除するための手段である
とする見解である。
このように，ディスクロージャーを拡大化
する根拠としてアカウンタビリティを措定す
る。意思決定有用性アプローチの他に正統
性アプローチがあるが，正統性アプローチ
は，社会的アカウンタビリティ・アプローチ
に通じるところがあり，公共的アカウンタビ
リティ・アプローチもマシューズが言うよう
に法的責任や財の保全を超越したものである
（勝山進［1996］88頁）。このような観点から，
上述したアプローチを複合的に捉えなければ
自然環境の変化をも開示する環境会計や人権，
労働慣行，公正な事業活動や消費者課題につ
いてのディスクロージャーといった社会関連
会計に理論的な基礎を付与することにはなら
ない。
ここに，現代的自由企業アカウンタビリ
ティが社会関連会計の理論的基礎を与えるこ
とになる。要するに，社会関連会計に位置づ
けられる企業の社会的責任（CSR）に関わる
問題は，現代的自由企業アカウンタビリティ
の観点からのアプローチが要請されるのであ
る（勝山進［2011］499 〜 502頁）。つまり，

CSRや環境・社会・ガバナンス（ESG）に係
る実態を開示する会計として環境会計やCSR
会計が台頭してきたのである。このことは，
企業の収益性や安定性ばかりではなく，企業
全体の「真の」価値を評価することが求めら
れたからに他ならない。つまり，企業報告を
統合報告化させることは，企業の総合的な価
値評価を促すことになる。
伝統的に，企業価値は株式時価総額を意味

していたが，株価は必ずしも企業利益に連動
するものではなく，統合報告書が制度化すれ
ば，財務情報のみならず非財務情報と融合し
た情報を開示することとなり，株式市場はこ
うした情報をもとに判断する事になる。さら
には，統合報告書は企業の「価値創造能力」
の開示も求めている。
ここで価値創造について触れなければなら

ない。IIRCフレームワークは，価値創造と
は，組織の事業活動とアウトプットによって
資本の増加，減少，変換をもたらすプロセス
である（IIRC［2013］pp．33，訳38頁）と述
べている。経済状況，技術の変化，社会的課題，
環境課題といった外部環境は，組織が事業を
営む際の文脈となる。・・・ガバナンスの責
任者は，組織の価値創造能力を支えるための
適切な監督構造を構築する責任を負う（IIRC
［2013］p．13，訳14頁）。これは，組織にお
けるガバナンスの重要性を強調しているので
ある。具体的には，IIRCフレームワークで
は，［図1］「価値創造プロセス」を示し，事
業活動には製品の企画，デザインと生産，ま
たはサービス提供における専門的な技能と知
識の展開が含まれる。イノベーションを生み
出す組織文化の奨励は，顧客の需要を見込ん
だ新製品とサービスの開発，技術の効率的な
活用，社会や環境への悪影響を最小限に減ら
すことを目的としたインプットの代替，アウ
トプットについての他の利用法開拓といった
点において，多くの場合，主要な事業活動と
なる（IIRC［2013］p．13，訳15頁）。
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組織の中核はビジネスモデルであり，ビジ
ネスモデルにおいて，様々な資本はインプッ
トとして利用され，事業活動を通してアウト
プット（製品，サービス，副産物および廃棄
物）に変換される。組織の活動およびアウト
プットは，資本への影響としてのアウトカム
をもたらす。ビジネスモデルが変化（例えば，
インプットの利用可能性，質，経済性に関し
て）への適応力を有することは，組織の長期
的な継続性に影響を与える（IIRC［2013］p．
13，訳15頁）。

　2）CSR会計の進展に依拠する統合報告
非財務情報研究の嚆矢は，企業の社会的責
任問題や環境問題についての会計学的研究で
あった。1960年代から1970年代にかけて，地
域社会・消費者・従業員問題に加え公害防止・
環境保全や粗大ゴミ処理といった社会との関
係で会計学からの研究が求められていた。こ
うした諸課題に会計学がいかに貢献できるか
が問われたのである。1990年代に入ると，地
球規模で大気汚染，水質汚濁，土壌・地下水

汚染，地盤沈下および廃棄物や悪臭などに
よって自然環境の悪化が危機的状況になった
ため，今世紀の最大の課題は，こうした負の
遺産を処理しなければならないことである。
人類が地球に生存する限りは，社会に負荷を
生じさせるのであるが，これらを少しでも軽
減させ，次世代に持続可能な社会を構築する
ことが求められる。このような背景のもとで，
環境問題解決のひとつのツールとしての環境
会計は，主として企業を対象として展開され
てきたのであるが，環境問題の解決は，企業
のみならず，あらゆる組織や家庭をも含めて
考えなければならない1）。
1966年のASOBAT以来，ステークホルダー

が意思決定をする場合に重要な情報を提供す
るものでなければならないこととなったが，
CSR会計に代表される非財務情報の成熟化に
伴い，企業報告としての有用な情報は，「企
業価値」および「企業価値創造」を開示する
会計に変化している。このことは，財務会計
概念のパラダイムの大転換を意味する。

（出典）IIRC, The International ＜IR＞Framework, p. 13，訳15頁。

図1　価値創造プロセス
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3．GRIの持続可能性報告ガイドラインG4
の特徴

　1）GRIによるガイドラインの意義
非財務情報の開示に多大な貢献をした
GRIは，1997年にアメリカのボストンで
NGOの セ リ ー ズ（CERES：Coalition for 
Environmentally Responsible Economies）
と国連環境計画（UNEP）が設立した団体で
あり，現在は，オランダのアムステルダム
に本部がある。GRIの目的は，世界に通用す
る「サスティナビリティ報告書」のためのガ
イドラインの作成および普及を図るものであ
る。GRIは2000年からガイドラインを発行し，
2006年にはG3を発行した。その後，2013年
5月にGRI，G4を発行したが，後述するが，
その3年前の2010年には，IIRCが設立され，
本格的な「統合報告」の時代を迎えたといえる。
GRIの一連のガイドラインは，将来の統合
報告を予感するかのように財務的側面，環
境的側面および社会的側面という「トリ
プルボトムライン」という観点から，企
業の社会的責任（CSR：Corporate Social 
Responsibility）の実態を開示させるための
ガイドラインといえる。GRIのガイドライン
は，世界的に多大な影響を与えており，わが
国の企業が発行している企業報告としての
「社会的責任（CSR）報告書」や「環境・社
会報告書」の多くがGRIのガイドラインに基
づいて作成されていることからも理解できる。
わが国では，環境省が中心となり環境報告
に係るガイドラインを公表してきている。そ
の嚆矢は環境庁が1999年3月に「環境保全コ
ストの把握および公表に関するガイドライン
〜環境会計の確立に向けて」を公表したこと
にある。以後，数回の環境会計ガイドライン
を公表しているが，2003年度版の「環境報告
ガイドライン」で初めて社会的側面としての
「社会的取組の状況」を記載項目とした。直
近の「環境報告ガイドライン」（2012年版）

では，本体はもとより参考資料として「社会
的側面の状況に関する情報・指標」として具
体的な項目を開示している。この背景には，
GRIのトリプルボトムライン思考が大きく影
響していると考えることができる（勝山進
［2003］91 〜 95頁）。
 

　2）GRIガイドラインG4の概要と課題
GRI，G4は2013年 5 月 に パ ー ト 1「 報

告原則および標準開示項目（Reporting 
Principles and Disclosures）」とパート2「実
施マニュアル（Implementation Manual）」
の2部から成るガイドラインを発行した。報
告原則は，報告内容に関する原則と報告品質
に関する原則を掲げ，続いて，標準開示項目
として，一般標準開示項目と特定標準開示項
目を掲げている。また，報告内容に関する原
則では，開示対象としてのステークホルダー
を特定し，持続可能性の文脈でのパフォーマ
ンスを提示させ，マテリアリティおよび網羅
性を求めているが，GRI，G4の特徴のひとつ
に，“Material Aspects”がある。マテリアル
な側面とは，組織が経済，環境，社会に与え
る著しい影響を反映する側面，またはステー
クホルダーによる評価および意思決定に実質
的に影響を与える側面をいう。この側面が重
要かどうかを決める際には，定性分析，定量
評価についての議論が必要となる（GRI，G4
［2013］p．92，訳86頁），というものである。
報告品質に関する原則は，バランス，比較

可能性，正確性，適時性，明瞭性および信頼
性を求めているが，これらは，財務報告書の
作成時に求められる当然の原則と考えてよい。
次に標準開示項目として，一般標準開示項目
では，戦略および分析，組織のプロフィール，
特定されたマテリアルな側面とバウンダリー，
ステークホルダー・エンゲージメント，報告
書のプロフィール，ガバナンスおよび倫理と
誠実性を挙げ，特定標準開示項目には，マネ
ジメント手法の開示項目の手続きや指標を挙
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げている。
特定標準開示項目は，［表1］に示したよう
に持続可能性報告（Sustainability Reporting）
を意図するトリプルボトムラインに則り「①
カテゴリー：経済，②カテゴリー：環境，③
カテゴリー：社会に係る開示」を求めてお
り，とりわけ社会では，サブカテゴリーを設
置し，労働慣行とディーセント・ワーク，人
権，社会（狭義の）および製品責任を掲げて
いる。環境と社会的側面では，妥当な項目を
開示しているが，統合報告という観点からみ
ると，経済的側面の開示については，内容の
充実を図る必要がある。この課題は，現行の
財務会計制度と統合報告書は別個の制度とし
て位置づけるのか，あるいは，企業報告書と
一元化するのかである。
以上の他，「分配した経済価値」として事
業コスト，従業員給与と福利，資本提供者に
対する支払い，政府に対する支払い，コミュ
ニティへの投資額の開示があるが，これら開
示項目は，「実施マニュアル」で内容を詳述
している。このマニュアルは，実に詳細な内
容であり，パート1の「報告原則および標準

開示項目」に係る具体的なマニュアルは原典
では263頁，訳では253頁にも及んでいる。
筆者が最も関心を寄せたのが，パート1の

「6クイックリンク」である。統合報告とサ
ステナビリティ報告の関連性では，GRI，G4
が考える統合報告は，現在および未来の価値
創造にとってマテリアル（重要）な要素を統
合表現して，組織の財務資本の提供者に提示
するものであるとしている（GRI，G4［2013］p．
85，訳79頁）。また，サステナビリティ報告
と統合報告は互いに異なる目的を持つ場合も
あるが，統合報告にとってサステナビリティ
報告は不可欠な要素である。サステナビリ
ティ報告は，重要課題や戦略目標を特定する
だけでなく，目標達成や長期的な価値創造の
能力の評価に向けた情報を提供することによ
り，組織の統合思考や報告プロセスの基盤を
形作る役割を果たす（GRI，G4［2013］p．85，
訳79頁）。このように，GRI，G4のステークホ
ルダーは，第一義的には，投資家である資本
の提供者を意図しており，資本提供者（機関
投資家）は，投資行動でより有用な情報を収
集して意思決定する際の行動規範ともいうべ

表1　GRI，G4のカテゴリーと側面（特定標準開示項目）

（出典）GRI,G4 Sustainability Reporting Guidelines, 2013, p. 44, 訳p.43
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き「スチュワードシップ・コード（投資家が
果たすべき責任）」2）が求められる所以がある。
上述のように，GRI，G4の最大の特徴は，
持続可能性報告と統合報告との関連性を示
唆していることである。このことは，GRI
がIIRCの設立に際して大きな影響を及ぼし
ており，当然の帰結といえる。G4は，「経済，
環境，社会」というトリプルボトムラインの
他にガバナンスを重視している。この理由は，
トリプルボトムラインの開示内容が様々なリ
スクに耐えられるためのガバナンスの重要性
を認識しているからに他ならない。

4．IIRCフレームワークにおける統合報告
の内容と課題

　1）IIRCフレームワークの意義と概要
2010年7月にGRI（Global Reporting Initia-

tive）とA4S（The Prince’s Accounting for Sus-
tainability Project）が母体となって国際統合
報告委員会（IIRC：International Integrated 
Reporting Council） が 設 立 さ れ，IIRCは
2013年12月に統合報告に関するフレームワー
クを公表した。GRIおよびA4Sは，いずれ
も「持続可能性」という観点から会計のフ
レームワークを研究してきている団体である。
IIRCは，国際的に合意されたサステナビリ
ティ報告フレームワークを構築することであ
り，このために企業価値と企業価値創造を財
務，環境，社会およびガバナンスに係る情報
を，明瞭で，簡潔で，一貫した，比較可能な
形で，体系的に提供することを目的としてい
る。
IIRCフレームワークは，その前提として

「統合思考（Integrated Thinking）」につい
て記述している。統合思考は「組織が，その
事業単位および機能単位と組織が利用し影響
を与える資本との関係について，能動的に考
えることである。統合思考は，「短，中，長
期の価値創造を考慮した，統合的な意思決

定および行動につながる。」（IIRC［2013］p．
33，訳37頁）というものてある。つまり，組
織が利用する様々な資本との関係で長期的な
経営戦略や価値創造プロセスを開示すること
を求めている。このためには，前述したガバ
ナンスの重要性を指摘し，機関投資家にはス
チュワードシップ・コードが求められる。
フレームワークは，パート1「イントロダ

ション」［表2］とパート2「統合報告書」［表
3］の2部から構成されている。
   

⑴ パート1「イントロダクション」
① パート1のフレームワークの利用
パート1のフレームワークの利用に関

し，統合報告書（Integrated Report）
とは，「組織の外部環境を背景として，
組織の戦略，ガバナンス，実績および見
通しが，どのように短，中，長期の価値
創造につながるかについての簡潔なコ
ミュニケーションである」（IIRC［2013］
p．7，訳8頁）としている。統合報告書
の主たる目的は，「財務資本の提供者に
対し，組織が長期にわたりどのように価
値を創造するかについて説明することで
ある。それゆえ，統合報告書には，関連
する財務情報とその他の情報の両方が含
まれる。」（IIRC［2013］p．7，訳8頁）
とし，統合の基本的思考を説明する。フ
レームワークについては，「特定の主要
業績指標（KPI）や測定方法，個々の課
題の開示を規定するものではない。」と
の見解を示している。しかし，一定の
KPIが示されないと企業の自由な判断と
なり，報告書に求められる「比較可能性
の確保」が困難となる。このため，当フ
レームワークを進化させるためにも，比
較可能性の観点からKPIの検討が求めら
れる。
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② 基礎概念
基礎概念の特徴のひとつに，「2B組織
に対する価値創造と他者に対する価値創
造」が挙げられる。ひとつは，組織自身
に対して創造される価値であり，財務資
本提供者への財務リターンに繋がるもの
と他者に対して創造される価値，すなわ
ち，ステークホルダーおよび社会全体に
対する価値である（IIRC［2013］p． 7，
訳8頁）。確かに，統合報告書（企業価値
レポート・企業価値創造レポート）は，
大きな分析能力を持つ資本提供者（機関
投資家）に対しては，投資意思決定とい
う観点からみれば，これまでにない情報

といえるが，地域社会の住民の多くは
必ずしも機関投資家のような分析能力
を持っていない。環境会計やCSR会計は，
企業の環境的側面や社会的責任の状況を
把握し，開示することから始まったこと
を考えると，特に，地域社会や大多数の
小規模投資家に対する統合報告書は視点
を変えた方法が求められるべきであると
考える。

⑵ パート2「統合報告書」
 「統合報告書」では，①指導原則と②内
容要素についての記述がある。

表2　イントロダクション

表3　統合報告書
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① 指導原則
指導原則は，A〜 Gの7項目があり，

Aの「戦略的視点と将来志向」に関し，
統合報告書は，「組織の戦略，及びその
戦略がどのように組織の短，中，長期の
価値創造能力や資本の利用及び資本への
影響に関連するかについての洞察を提
供する。」（IIRC［2013］p．16，訳18頁）
とある。このことは，統合報告書は，企
業価値の開示に留まらず企業の価値創造
力まで開示することを求めていることを
意味する。
さらに，情報の結合性の主な形態とし
て，「定量的情報と定性的情報：定量的
情報と定性的情報は，それぞれが文脈を
提供するため，統合報告書が組織の価値
創造能力を的確に表す上で，共に必要で
ある。説明的記述とともにKPIを開示す
ることにより，定量的情報と定性的情報
とが効果的に結びつけられる。」（IIRC
［2013］p．17，訳19頁）とあり，KPIの
重要性を指摘する。しかし，IIRCフレー
ムワークではKPIの具体的な開示がみら
れないが，その理由は，G4ガイドライ
ンに委ねていると理解することができる。
また，「3G比較可能性」では，組織間
の比較可能性の確保の重要性を指摘し，
業種または地域のベンチマークの利用や
情報を比率形式で表示する（例えば，売
上高に占める研究開発費の割合，アウト
プット単位当たりの排出などの炭素原単
位指標）としているが，統合報告と言え
ども期間損益計算を目的としてる現代会
計では，比較可能性の確保は最も重要な
課題である。
② 内容要素

現代企業にとっての重要なことは，ガ
バナンスとリスク機会の生かし方である。
統合報告書は，価値創造能力を支えるた
めにはいかなるガバナンスを構築すれば

良いか，また，組織の価値創造能力に影
響を及ぼす具体的なリスクと機会は何か，
そのためにはいかなる取り組みが必要か
についての開示が求められる。
統合報告書は，「4Cビジネスモデル」

についても触れているが，ビジネスモデ
ルは，組織の戦略目的を達成し，価値創
造することを目的とした事業活動を通じ
て，インプットをアウトプットに変換す
るシステムと規定した上で，主要なイン
プット，事業活動，アウトプット，アウ
トカムについてまとめている。アウト
プットは，主要な製品とサービスや副産
物，廃棄物であり，アウトカムは，従業
員のモラル，組織の評判，収益やキャッ
シュフローという内部的なアウトカムと
顧客満足度，納税，ブランドロイヤリ
ティ，社会および環境的影響という外部
的なアウトカムを含むと記述している。
これまで考察したように，IIRCフレー

ムワークは，統合報告を機関投資家に資
するため，企業価値や価値創造能力を開
示させることを主張する。しかし，さら
に証券市場や金融市場を発展させ，ひい
てはわが国経済の発展のためには，個人
投資家を無視することは避けるべきであ
り，こうした投資家には，統合報告書の
読解力を向上させる方法を模索しなけれ
ばならない。

2）統合報告における資本概念の精緻化
⑴ IIRCフレームワークにおける資本概念
フレームワークにおける資本の役割は，価

値創造の源泉として「C資本」において，［表
4］のように6つを挙げている。資本の分類
は，個々の組織がそれぞれの目的のために資
本をどのように分類するかに関係なく，組織
が利用する資本や組織が影響を及ぼす資本を
見落とすことがないようにするためのガイド
ラインとして利用される。
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IIRCにおける6つの資本は，企業にとっ
て並列ではなく，検討の余地があるように思
われる。ここに挙げられている財務資本・製
造資本・知的資本の3つは，すでに財務会計
の分野でも制度化されているが，人的資本，
社会・関係資本および自然資本については，
内容に大きな相違があるので，平面的な分類
では問題がある。

⑵ SIGMAにおける資本概念
1999年にイギリス貿易産業省の支援によっ

て作られたSIGMA（Sustainabilty Integrated 
Guidelines for Management）から2003年に
SIGMAガイドラインとして「組織の持続可能
な発展のための実践ガイドライン」（Putting 
Sustainable Development into Practice-A 
Guide for Organizations）が公表された。そ

の目的は，①社会，環境，経済上のジレンマ，
脅威，ビジネス機会によってもたらされる課
題に効果的に取り組み，持続可能な未来の設
計者になることである。そこでは，［表5］
のように資本を分類している。
このように，SIGMAガイドラインは，ト

リプルボトムラインを前提に環境分野に
は自然資本を，社会分野には社会資本と人
的資本を，経済分野には製造資本と金融資
本という5つの資本を挙げている。自然資
本は，他の4つの資本を包摂するものであ
り，こうした5つの資本に関する説明責任
（accountability）を求めている。なお，当時
の社会状況からと思われるが知的資本につい
ては触れていないが，現代社会を考えるとそ
の重要性が認識される。
SIGMAガイドラインの資本分類では，自

表4　IIRCフレームワークの資本の分類と内容

（出典）IIRC（International Integrated Reporting Council）, The International＜IR＞Framework，Integrated 

Reporting, Dec. 2013, pp. 13−14，訳13−14。
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然資本を自然資源および生態系が生命の基礎
をなし，組織および社会もそれに依存してい
るという観点から，他の資本を包摂する。さ
らに，社会資本，人的資本，製造資本は，組
織およびその活動の重要な構成要素であると。
この3種の資本のレベルが高いほど，組織，
社会に価値がもたらされ，当然ステークホル
ダーの生活の質も向上する。金融資本は組織
の存在において重要であり，他の4つの資本
が生み出す価値から生じるものである。これ
ら全ての資本は相互に連結し，それぞれに重
なり合う部分もある。この5つの資本からな
る全体的なシステムは，組織の外の世界との
関係（5つの資本の管理やそれらのステーク
ホルダー）を表す「説明責任」の原則に囲ま
れている。
5つの資本が蓄積され，資本が生み出す利
益で維持されるように，短期的なリターンを
求めず長期的に管理されなければならない。
また，各資本は相互に依存しており，一つの
資本における変化が他の資本に影響を与える

ということ，同様に一つの資本形態から他の
資本形態へ簡単に交換できるものではないこ
とを認識しておかなければならない（SIGMA
［2004］pp． 4〜5，訳4〜5頁）。
自然資本に関し，IIRCおよびSIGMAとも

に“製品やサービスを提供するすべての自然
資源であり，空気，水，土地，鉱物および森
林や生物多様性，生態系の健全性を意味して
いる”が，これらを会計学の観点からどのよ
うに理解すべきか。例えば，空気は地球上の
生物が等しく共有するものであるが，空気は，
CO2，二酸化硫黄（SO2），窒素酸化物（NOX），
メタン（CH4）といった大気汚染物質により
浄化が必要となり，水についても同様なこと
がいえる。汚染物質の除去や汚染水の浄化に
は膨大な努力と費用が必要となる。よって，
空気や水は，企業にとっての「資本」ではな
く，“地球”が保有する「資産」と見ることが
妥当ではないか。つまり，企業が大気汚染や
浄化をすることによって発生する費用は，「社
会的費用」・「社会貢献」であって，決して企

表5　SIGMAの5つの資本とトリプルボトムライン

（出典）SIGMA, The SIGMA Guidelines, Putting Sustainable Development into Practice

−A Guide for Organizations, 2003, p. 4，訳『組織の持続可能な発展のための実践ガイドライン』4頁。
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業の「資本」ではないはずである。この他，
土地や鉱物および森林は，企業が所有してい
るものもあれば，国家や自治体が所有してい
る例もある。こうした資産は，企業の場合に
は財務諸表に，国であれば「国有財産法第33
条」に基づいて作成された帳簿が存在してい
る。要するに，「自然資本」は資本ではなく，
国境を越えた地球全体の「社会的財産・資源」
と考えるべきであり，個別企業の「資本」と
括ることに大きな誤解を生じさせることにな
る。

⑶ 経済学（宇沢弘文氏）における「社会的
資本」
宇沢氏は，経済学上の資本を社会的観点か
ら2つのカテゴリーに分類する。第1のカテ
ゴリーは，生産・消費・消費活動を行うため
に必要となる希少資源を私的資源ないし「私
的資本」とし，第2のカテゴリーは，私的な
経済主体には属さず，社会全体の共通財産で
あり，社会的に管理されるような社会的資源
としての「社会的共通資本」に分類する（宇
沢弘文［2013］119 〜 120頁）。こうした資本
の分類の背景は，自動車の排気ガスについて
の外部不経済（external dis-economies）の
発生，つまり，公害や環境破壊の現象を経済
学で捉えることにあった（宇沢弘文［2013］
79 〜 80頁）。宇沢氏は第三者あるいは社会全
体に及ぼす悪影響のうち，発生者が負担して
いない部分を社会的費用と呼称し，経済学の
観点から公害・環境問題に対する先駆的な研
究を行っている。
ここで社会的費用とは，ある経済活動が第
三者あるいは社会全体に対して，直接的ある
いは間接的に影響を及ぼし，様々なかたちで
の被害を与えるとき，外部不経済が発生する
ことを意味する。外部不経済は，自動車事故
による障害や人命損失といった自動車通行に
限らず，一般に公害，環境破壊ないし都市破
壊が考えられる。・・中略・・つまり，第三

者あるいは社会全体に及ぼす悪影響のうち，
発生者が負担していない部分を何らかの方法
で計測して，集計した額を社会的費用と呼ん
でいる（宇沢弘文［2013］79 〜 80頁）。
企業はCO2等の発生による大気汚染，汚水
の排水による河川や土壌汚染を引き起こして
おり，企業は諸税を支払っていると言っても
道路，橋，港湾の利用による資産価値の減少
を引き起こしていることも事実である。この
ため，企業は社会的費用を内部化する必要が
あることから，CO2等の発生の抑制，土壌や
水質汚濁の軽減の努力が求められるが，改善
に限界があることから，環境税等が課せられ
ることにもなる。しかし，具体的に企業が社
会に対する「負」をどのくらい不経済として
測定すべきかは不可能である。
社会的費用（外部不経済）は，環境会計に

おいても非常に大きな課題となっているが，
現段階では，個別企業の対社会との関連で
CO2等の排出量，廃棄物，汚染水量の開示に
留まっている。我々は，宇沢氏が経済学研究
において「人間の尊重」（「朝日新聞」2014年
11月23日）を基軸に据えて「環境問題」に対
してもいかに大きな関心をもっていたかが理
解できるし，これまでの環境会計研究に大き
な貢献をしておられる。
宇沢氏は，同書で「すべての経済活動に対

して，その社会的費用は内部化され，福祉経
済社会への転換が可能となり，わたくしたち
人間にとって住みやすい，安定的な社会を実
現することができるといえよう。」（宇沢弘文
［2013］177頁）と結んでいる。
その後，宇沢氏が著した『社会的共通資本』

のなかでは，［表6］のように社会的共通資
本として3つの分類をしている。
宇沢氏は社会的共通資本という観点から自

然環境，社会的インフラストラクチャーおよ
び制度資本を位置づけるが，とりわけ自然環
境はIIRCフレームワークが言う自然資本に
該当する。この社会的共通資本の管理・運営
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は，政府によって規定された基準やルール，
あるいは市場的基準に従って行われるもので
はなく，フィデュシアリー（fiduciary：受託
者［筆者注］）の原則に基づいて信託されて
いると考えられている。つまり，社会的共通
資本の管理・運営者は，市民に対して直接的
に管理責任を負うものでなければならないと
言っている（宇沢弘文［2014］22 〜 23頁）。
ここで留意すべきことは，社会的共通資本は
個別企業の保有でも所有でもないということ
である。

⑷ ローソン「統合報告書」における資本
WICI-Japan（World Intellectual Capital/
Assets Initiative：WICI「世界知的資本・知
的資産推進構想ジャパン」）は，2013年11月，
第1回目の「統合報告」表彰制度を立ち上げ，
審査ポイントを以下の6項目として審査を
行っている。
① 価値創造ストーリーが開示されている
か。
② 過去との比較と将来の事業展開で見通
せるか
③ 価値創造ドライバーがKPIとして比較
可能か。
④ 企業の持続可能性を支えるコーポレー
ト・ガバナンスが適切に行われているか。
⑤ 資本コストを自覚した経営が行われて
いるか。
⑥ 全てのステークホルダーを意識した開

示となっているか。
審査の結果，WICI-Japanは，第1回統合

報告表彰として2013年度の優秀企業賞を伊藤
忠商事，オムロンおよびローソンの3社に与
えた。3社の2013年および2014年度版には，
資本についての詳細な記述は「ローソン統合
報告書」のみであった。同報告書の2013年お
よび2014年版では，以下の5つの資本につい
ての記述がある。
上記のように，自然資本の項目がなく，そ

の内容はIIRCフレームワークの「社会・関
係資本」と「自然資本」の2つを「社会資本」
として括っている。このことは何を意味する
のか。IIRCフレームワークでの自然資本は，
組織の過去，現在，将来の成功の基礎となる
物・サービスを提供するすべての再生可能お
よび再生不可能な環境資源およびプロセスと
して記述し，具体的に空気，水，土地，鉱物
および森林と生物多様性，生態系の健全性を
挙げている。ここでの資本の意味は，個別企
業にとっての資本ではなく，社会・国さらに
は地球全体を意味するものである。従って，
ここでの自然資本は社会や地球全体の財産・
資源と見るべきである。さらに，人的資本や
社会・関係資本は，測定可能性という観点か
ら，個別企業における財務資本，製造資本お
よび知的資本の3つの資本とともに同質性を
有していないと考える。このように考えると，
IIRCフレームワークの資本概念は，以下の
ように分類した方が理解しやすい。とりわけ，

表6　宇沢氏の社会共通資本

（出典）宇沢弘文『社会共通資本』岩波新書，2000（初版）年11月・2014（16刷）年11月，5頁。
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自然資本は，個別企業が地球の自然財を消費
するのであるから，「地球財」とでも言い得
るのである。

⑸ 資本概念の精緻化
これまでの考察のなかから，資本は［図2］
のように分類すべきである。とりわけ，自然
資本は大気，水，森林，河川，湖沼，海洋，
沿岸湿地帯，土壌を意味し，それらは宇沢氏
が指摘するように「社会的共通資本」であり，
あくまでも経済学上の資本といえよう。個別
企業はこのような社会資本を利用して経営活
動を行うのであって，社会全体から見るとき，
例外を除いて「プラスの資本」にはなり得な
いのである。企業による自然資本の食いつぶ
しは，「自動車の社会的費用」のように資本

ではなく，「費用」として捉えるべきである。
何故なら，企業は私的組織であるので，「所
有関係」は非常に重要な視点であり，それは
企業の枠外で捉えなければならない。もとよ
り，私企業が，投資の一環として「社会自然
資源」を増殖させることはあるが，その場合
は私的資産（財産・資源）の増加として処理
される。具体的には，資産の増加として処理
され財務諸表に開示される。
重要なことは，企業は自然資本を食い潰し

ながら経営活動を行っているのだという認識
が必要であり，5つの企業資本と社会自然資
源の融合を図る経営が求められる。よって，
企業はそれら資本の最適化が企業価値となり，
将来の価値創造に繋がるものと考えるべきで
ある。

表7　ローソン『統合報告書』に見る「資本」

［注］①は2013年版であり，②は2014年版の開示内容である。
（出典）『ローソン統合報告書2013』3頁および『同2014』8頁。
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水口・塩瀬対談では，6つの資本は「社会
にとっての共通の財産であり，社会の共有の
財産が失われれば，自分（企業）にとっても
価値が失われる。」（水口剛，塩瀬恵［2014］
40頁）と言われる。これらの資本は，地球や
社会の観点からみれば，財務，製造，知的資
本および社会・関係資産も自然資本もすべて
は資産の範囲に含まれる。しかし，社会資本
は，個別企業と地域，国，地球とでは次元が
全く異なっている。統合報告は，あくまでも
「個別の組織体」における資本の所有につい
ての実態と将来像を示すことを目的としてい
る。このことから，IIRCフレームワークの「自
然資本」は「社会自然資源」ないし「社会自
然資産」と呼称しないと大きな誤解を生じさ
せてしまう。いずれにしても，個別企業の観
点から，自然資本は「社会なしい地球の資本」
であるため，「社会自然資源」と考えること
から，IIRCフレームワークにおける「自然

資本」の位置づけと呼称に違和感を憶えるの
である。
上述のように，筆者は，IIRCフレームワー

クがまとめた「自然資本」を「社会自然資源」
と呼称し，企業の所有関係から見て他の5つ
の資本とは全く異なるものであることを指摘
した。次にこの場合の会計処理が問題となる。
社会的自然資源のうち，土地，鉱物および森
林や，ときには水は，企業の所有となる場合
があり，それらは貸借対照表の資産の部に計
上されるが，一般に「自然資本」はもとより，
空気や生物多様性および生態系の保全は，企
業の所有とはならない。それ故，企業が「社
会」に排出するすべての排出物は，宇沢氏が
指摘するように自動車であれば，社会的費用
と考えるべきである。このことから，企業が
負担しない廃棄物（大気，水，土地，生物多
様性を破壊する等）は，定量化して，企業が
負担すべき社会自然資源の減少として捉える

図2　資本概念の精緻化

［注］①〜⑤個別企業固有の資本
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ことができる。具体的には，（借方）「費用項
目」社会的費用××（貸方）「負債項目」社
会的自然資源××が考えられる。なお，これ
らの詳細については他日を期したい。

5．おわりに

本稿では，2013年に大きな変化がみられた
統合報告の必要性の背景と現状および特に，
資本の問題点について考察した。統合報告の
必要性については，アカウンタビリティの
観点から精緻化したうえで，GRI，G4および
IIRCフレームワークの意義や概要を考察し
た。統合報告は，財務情報と非財務情報を融
合したものであり，制度化されている財務情
報と任意作成の非財務情報を単純に合体した
ものではない。つまり，財務報告は，わが国
では，財務情報の典型としての「有価証券報
告書」，「決算短信」や「Annual Report」等
と非財務情報として位置づけられている「環
境報告書」や「CSR報告書」の集合体ではない。
要するに，統合報告は「企業価値レポー
ト」であり「企業価値創造レポート」なので
ある。統合報告に求められることは，企業価
値と企業価値創造のレポートでなければなら
ず，ここに財務，環境，社会，ガバナンス情
報を，明瞭かつ簡潔で，比較可能な形で開示
することである。
さらに，筆者は，永きにわたる環境会計研
究のなかで，非財務情報の制度化を求めてき

ており，その一環として投資家が重視する「有
価証券報告書」の拡充を強調してきた（勝山
進［1994］496 〜 497頁）。すでに，非財務情
報に関しては，アメリカではMD＆Aとして，
また，イギリスではOFRとして制度会計に
溶け込んでいるが，統合報告は，企業価値の
みならず企業価値創造力を示すことが求めら
れている。
統合報告書が真の価値創造レポートになり

得るためには，経営戦略を構築する場合に管
理会計の知見が求められることになるし，保
証という観点からは会計監査の重要性が存在
する3）。特に，保証に関し，非財務情報は現
行の監査制度ではその対象となっていない。
非財務情報の保証は，困難を伴うであろうが，
GRI，G4の「カテゴリー」で整理されている
ような開示項目をKPI化することが，最善の
対応策となるはずである。
最後に，現在わが国では，日本会計基準，

IFRS基準，FASB基準そして修正国際基準
（JMIS）という4つの会計基準がある。会計
基準は，比較可能性が求められるので，わが
国はもとより，IIRCフレームワークを基本
に据えた世界会計基準が構築されることを
願ってやまない。そのためには，早期に「統
合報告書基準」を制定する必要がある。何故
なら，「統合報告書基準」は，21世紀に求め
られる会計基準であるからに他ならないから
である。

〔注〕
1）組織の社会的責任については，ISO

は2010年11月にISO26000（Guidance on 
Social Responsibility）を発行し，社会
的責任は企業のみならず非営利企業を含
むあらゆる組織に課せられているという
前提のもとで7つの中核課題（組織統治，
人権，労働慣行，環境，公正な事業慣行，
消費者課題およびコミュニティ参画及び

開発）を挙げ，それらの相互依存性を強
調している。

2）「『責任ある機関投資家』の諸原則≪日本
版スチュワードシップ・コード≫〜投資
と対話を通じて企業の持続的成長を促す
ために〜」平成26年2月27日を参照され
たい。本コードは，機関投資家に対して
スチュワードシップ責任を果たすことを
目的としている。ここでスチュワード
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（Abstract）
The following article investigates how the accounting practices of financial and non-

financial reporting are being combined to provide “integrated reporting”. Up until quite 
recently, business reports traditionally presented only financial information, but now there is 
an increasing demand for an evaluation of business value and creative business value to be 
expressed in business reports. The background of this demand is not only driven by a desire 
for a better evaluation of business, but also for business reporting to include environmental 
and social aspects of business as it relates to governance, compliance and risk. These three 
themes of financial aspects,environmental and social aspects form the “triple bottom line" of 
a business: without them there is no hope of investor's investing or of a business creating 
value, and the value of a business will decline. From these viewpoints, this article evaluates 
the GRI, G4（May 2013）and the IIRC Framework（Dec. 2013）which have attracted world-
wide attention. Specifically, the significance of integrated reporting as one of the six main 
principles of the IIRC Framework - and particularly in relation to the problems of natural 
capital - is different from the ownership of individual businesses and integrated reporting 
should be considered as being a natural social asset.


